
〔別紙様式２〕 

 

 

 

法令遵守規則の記載内容等に関するチェックシート 

 

 

 
特定保税承認者 

 □保税蔵置場 

 □保税工場 ○○○社 

□特定保税運送者 

□認定通関業者 
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② 総括管理部門は、法令遵守規則の適正な実施を確保するために必要な、
次に掲げる業務を行っているか。 
（注）申請者において法令遵守規則の適正な実施が確保されると認められる場合には、

これらの業務（イ、ロ及びホを除く。）が網羅されていなくても差し支えない。特
に、下記ハ及びヘからヲまでについては、事業部門が行うこととされていても差し
支えない。 

 

  

 イ 社内体制及び法令遵守規則の整備（必要な場合の見直し及び
改善を含む。） 

 □ＹＥＳ 

 □ＮＯ 

  

ロ 関係業務に関する各部門に対する指示、連絡及び調整  □ＹＥＳ 

 □ＮＯ 

  

ハ 関係業務に関する各部門又は顧客等からの相談の受付及び回
答 

 □ＹＥＳ 

 □ＮＯ 

  

ニ 法令遵守状況の監査の支援  □ＹＥＳ 

 □ＮＯ 

  

ホ 連絡及び報告体制の整備  □ＹＥＳ 

 □ＮＯ 

  

ヘ 社内教育及び訓練の計画及び実施  □ＹＥＳ 

 □ＮＯ 

  

ト 関係業務を委託する関連会社等の委託の適否の判断  □ＹＥＳ 

 □ＮＯ 

  

チ 関連会社等への関係業務に関する指導及び監督  □ＹＥＳ 

 □ＮＯ 

  

 リ 荷主等から寄託される貨物の保管を行う保税蔵置場又は保税
工場における荷主等から寄託される貨物の受託の適否の判断 

□ＹＥＳ 

 □ＮＯ 

  

  ヌ 国際運送貨物の運送又は管理の依頼を受ける際の荷主等から
寄託される貨物の受託の適否の判断 

□ＹＥＳ 

 □ＮＯ 

  

  ル 輸出入者から通関手続の依頼を受ける際の当該輸出入者の輸
出入者符号の保有状況の確認及び当該手続の依頼を受けること
の適否の判断 

□ＹＥＳ 

 □ＮＯ 

  

  ヲ 輸出入者への通関手続、遵守すべき貿易関係法令等に関する
教示又は助言 

□ＹＥＳ 

 □ＮＯ 
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ロ 仕入書等の関係書類等に基づく適正な特定委託輸出申告の履

行 

 □ＹＥＳ 

 □ＮＯ 

  

 ハ 次のいずれかによる特定委託輸出申告を行おうとする事項と
当該申告に係る貨物の現況が一致していることの確認 
(ｲ)関係書類による確認（継続的に特定委託輸出申告を行う 

 □ＹＥＳ 

 □ＮＯ 

  

  輸出者から委託を受けた場合であって、当該申告に係る貨物が
置かれている場所において当該貨物が適正に管理されている
ことを少なくとも半年に１度確認し、その結果を税関に報告す
るとともに当該貨物の運送に係る特定保税運送者に連絡する
ものに限る。） 

(ﾛ)貨物による確認 

 

  

  ニ 審査又は検査が必要とされた場合の関係書類の提出及び検査

への対応 

 □ＹＥＳ 

 □ＮＯ 

  

ホ 特定委託輸出申告に係る貨物を外国貿易船等へ積み込もうと

する開港、税関空港又は不開港までの運送を行う特定保税運送

者へ、当該申告に係る貨物の記号、番号、品名、数量、申告の

時期その他当該貨物を特定するために必要な事項の連絡 

 □ＹＥＳ 

 □ＮＯ 

  

ヘ 税関による必要な検査、運送中の事故等へ対応するための特

定保税運送者との連絡体制の整備 

 □ＹＥＳ 

 □ＮＯ 

  

④ 

 

特例申告貨物に係る輸入申告及び特例申告並びに特定委託輸出申告そ

の他の通関手続において、次に掲げる事項を確保するための手順及び

体制は整えられているか。 

 

  

 イ 輸出入関連業務の全部又は一部を関連会社等へ委託する場合

における当該関連会社等への指導及び監督又は委託後の評価 

 □ＹＥＳ 

 □ＮＯ 

  

ロ 輸出入者から通関手続の依頼を受ける際の当該輸出入者の輸

出入者符号の保有状況の確認（法人番号を保有していない者に

限る。）及び当該手続の依頼を受けることの適否の判断 

 □ＹＥＳ 

 □ＮＯ 

  

ハ 輸出入者に対し通関手続において必要となる書類、適用され

る税率、各種通関手続における利便性の違い等について助言す

るとともに、当該手続において遵守すべき貿易関係法令を教示

すること 

 □ＹＥＳ 

 □ＮＯ 

  

⑤ 関連会社等に特定委託輸出貨物の運送を依頼している場合であって、

消費税の免税措置の適用を受ける運送については、当該運送の指図書

の内容が関税法基本通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 100 号）67 の３-

１-９の⑶の規定に適合することとなるための手順及び体制が整えら

れているか。 

 □ＹＥＳ 

 □ＮＯ 
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 ホ 管理対象貨物とその他の貨物の区分  □ＹＥＳ 

 □ＮＯ 
  

 へ 保管中の貨物に異常があった場合の総括管理部門への報告な  □ＹＥＳ   

   ど必要な措置 □ＮＯ   

④ 申請者が運送又は管理する貨物の管理のため、必要な限度において、

次に掲げる事項が確保される手順及び体制が整えられているか（特定

保税運送者の承認申請における審査の場合に限る。）。 
（注）下記ロからホまでのうち倉庫又は上屋等の施設に関する事項は、申請者が運送途

上において貨物の積替え等を行う施設に限る。 

 

  

  イ 船舶、航空機又は貨物自動車等に対するセキュリティ対策の

ための必要な措置の実施 
 □ＹＥＳ 

 □ＮＯ 

  

ロ 船舶、航空機、貨物自動車等、倉庫又は上屋等への適切なア

クセス管理 

 □ＹＥＳ 

 □ＮＯ 
  

ハ 貨物情報を確認できないものが船舶、航空機、貨物自動車等、

倉庫又は上屋等に持ち込まれることを防ぐための管理体制の整

備 

 □ＹＥＳ 

 □ＮＯ 

  

ニ 自ら施設を設置する場合には、外部からの不法なアクセスを

防止するための適切な施設管理の実施 

 □ＹＥＳ 

 □ＮＯ 
  

ホ 施設設置者の施設を利用する場合にあっては、上記ロからニ

までに定める施設管理の実施。 

 □ＹＥＳ 

 □ＮＯ 
  

⑤ 貨物の管理を運送業者又は倉庫業者等の関連業者に委託している場合
又は貨物管理業務の一部を他の者に委託する場合には、当該関連業者
が貨物管理に関する体制を整備しているか。 
（注）管理対象貨物の管理の委託先については、倉庫業者は特定保税承認者であること、

運送業者は特定保税運送者又は国土交通省により認定された特定フォワーダーで
あることが望ましい。また、管理対象貨物の管理が特定保税承認者に係る法第 50
条第１項の規定による届出が行われた場所又は特定保税運送者において行われる
場合は、本事項の審査を要しない。 

 □ＹＥＳ 

 □ＮＯ 

  

⑥ 依頼を受けた通関業務に係る貨物について、セキュリティの確保の観
点から必要な確認（貨物の現況の的確な把握のための確認のほか、人
の生命又は財産を害する急迫した危険を生ずるおそれがあると認めら
れる貨物の有無の確認をいう。）を行う体制を整備しているか（認定通
関業者の認定申請における審査の場合に限る。）。 

□ＹＥＳ 

□ＮＯ 

  

⑦ 上記⑥により危険貨物を発見した場合には、当該貨物の隔離、除去、
関係省庁への通報その他人命及び周辺の地域における安全を確保する
ために必要な措置を講ずるための体制を整備しているか。 

□ＹＥＳ 

 □ＮＯ 

  

⑧ 情報セキュリティについて、包括的な方針や手順等を示した文書を定
め、以下の措置が講じられているか（必要な場合の見直し及び改善を
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